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男鹿市告示第４３号 

 

男鹿市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱を次のよう定める。 

 

  令和８年３月２７日    

 

                                    男鹿市長 菅 原 広 二   

 

 

男鹿市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）その他関係法令及び男鹿市

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年男鹿市条例２９号。以下「条例」とい

う。）に定めるもののほか、乳児等通園支援事業（法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

以下同じ。）の認可、廃止及び休止に関し必要な事項について定めるものとする。 

（認可の申請） 

第２条 法第３４条の１５第２項の規定により、乳児等通園支援事業の認可の申請（以下「認可申請」という。）

を行う者（以下「申請者」という。）は、男鹿市乳児等通園支援事業認可申請書（様式第１号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 申請者は、申請に係る乳児等通園支援事業が、条例で定める要件及び次条に掲げる要件に適合していることを

証する書類を男鹿市乳児等通園支援事業認可申請書に添付しなければならない。 

３ 新たに乳児等通園支援事業を行おうとする者は、運営の適正化に資するため、事前に市長と協議しなければな

らない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業（条例第２１条第３項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事
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業をいう。）を行おうとする者は、この限りでない。 

（社会福祉法人等以外の者に係る設置認可の基準） 

第３条 社会福祉法人及び学校法人（以下「社会福祉法人等」という。）以外の者から認可申請があった場合にお

ける法第３４条の１５第３項各号に掲げる基準への適合については、次に掲げる基準により審査するものとす

る。 

⑴ 乳児等通園支援事業を実施するために必要な経済的基礎がある（次のアからウまでを満たすものをいう。）

こと。 

ア 乳児等通園支援事業を実施するために必要なすべての物件について所有権を有していること又は国若し

くは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。ただし、「不動産の貸与を受けて保育所を設

置する場合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日雇児発第 0524002 号・社援発第 0524008 号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知）の第１の３(２)に定める要件を満たす場合

は、この限りでない。 

イ 乳児等通園支援事業に係る年間の事業費の１２分の２以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等によ

り有していること 

ウ 直近の会計年度において、乳児等通園支援事業以外の事業を含む全体の財務内容について、３年以上連続

して損失を計上していないこと。 

⑵ 当該乳児等通園支援事業の経営者（その者が法人である場合にあっては、経営担当役員（業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）とする。以下この条において同じ。）が社会的信望を有し

ていること。 

⑶ 次のア及びイのいずれにも該当すること、又はウに該当すること。 

ア 実務を担当する幹部職員が、保育所等（保育所、保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家

庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び乳児等通園支援事業をいう。）

において２年以上勤務した経験を有する者であること、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められ
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る者であること、又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

イ 社会福祉事業について知識経験を有する者、乳児等通園支援事業の利用者（保育の利用者その他これに準

ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会（乳児等通園支援事業の運営に関し、当該

乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）の相談に応じ、又は意見を述べる

委員会をいう。）を設置すること。 

ウ 経営者に、乳児等通園支援事業の利用者（保育の利用者その他これに準ずる者を含む。）及び実務を担当

する幹部職員を含むこと。 

⑷ 法第３４条の１５第３項第４号に掲げられた基準に該当しないこと。 

（社会福祉法人等以外の者に対する条件）  

第４条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して乳児等通園支援事業の認可を行う場合は、次に掲げる条件を付

するものとする。 

⑴ 条例に定める基準を維持するため、市長が必要な報告を求めた場合は、報告書を提出すること。 

⑵ 収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業に係る区分を設けること。 

⑶ 企業会計による会計処理を行っている場合にあっては、乳児等通園支援事業に係る貸借対照表（流動資産及 

び流動負債のみを記載したもの）、借入金明細書及び基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）明細書を

作成すること。 

⑷ 毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業に係る現況報告書を添付して市長

に提出すること。 

ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書その他の会計に関し市長が 

必要と認める書類 

イ 企業会計による会計処理を行っている場合にあっては、前会計年度末における前号に掲げる書類 

（設置認可の通知等） 

第５条 市長は、認可申請があったときは、申請者に対し、認可する場合は男鹿市乳児等通園支援事業認可通知書
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（様式第２号）により、認可しない場合は男鹿市乳児等通園支援事業不認可通知書（様式第３号）により通知す

るものとする。 

（変更の届出） 

第６条 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３６第３項及び第４項の規定による乳児

等通園支援事業の変更の届出を行おうとする者は、男鹿市乳児等通園支援事業認可事項変更届（様式第４号）を

市長に提出するものとする。 

２ 市長は、変更の届出があった場合であって、当該変更が乳児等通園支援事業の認可の基準に適合すると認める

ときは、当該届出を行った者に対し、男鹿市乳児等通園支援事業変更届受理書（様式第５号）を送付するものと

する。 

（廃止又は休止の承認等） 

第７条 法第３４条の１５第７項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認を受けようとする者は、

男鹿市乳児等通園支援事業廃止（休止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

２ 乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、

当該事業を廃止し、又は休止しようとする日前において相当な期間の余裕をもって、市長と協議を行うものとす

る。 

３ 市長は、廃止又は休止の承認の申請があったときは、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は必要な条件

を付して男鹿市乳児等通園支援事業廃止（休止）承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（認可の取消し） 

第８条 市長は、乳児等通園支援事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に

違反したときは、当該乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるよう命ずるものとする。 

２ 市長は、当該乳児等通園支援事業者が前項の規定による命令に従わないときは、期限を定めて乳児等通園支援

事業の停止を命ずるものとする。  

３ 市長は、当該乳児等通園支援事業者が前項の規定による乳児等通園支援事業の停止の命令に従わず、他の方法
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によっても適正な運営が見込めないときは、乳児等通園支援事業の許可を取り消すものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪

質であり、改善の見込みがないと考えられる場合は、速やかに乳児等通園支援事業の停止の命令又は認可の取消

しを行うものとする。 

（賠償責任への対応） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を実施するに当たり、事故等の発生による保障を円滑に行

うため、賠償責任保険等に加入するよう努めるものとする。 

（立入調査） 

第１０条 市長は、乳児等通園支援事業者の事業所に対して、法第３４条の１７第１項の規定により、立入調査を

行わなければならない。 

２ 前項の立入調査は、調査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業者に事前に通知し行うものとする。た

だし、緊急の必要があるときは、この限りでない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


